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第２３期第４回福島海区漁業調整委員会次第 

 

日 時  令和８年２月１８日（水） １３：３０～  

場 所  【福島会場】 福島県庁西庁舎 １２階講堂  

（福島市杉妻町２－１６） 

            【いわき会場】福島県水産会館 研修室 

 （いわき市平飯野 4丁目３－１） 

 

１ 開会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 出席状況報告 

 

４ 議事録署名人選出 

 

５ 議 題 

（１）議案 

議案第１号 特定水産資源の漁獲可能量の配分について（するめいか）（諮問・答申） 

議案第２号 特定水産資源の漁獲可能量の配分について（ぶり）（諮問・答申） 

議案第３号 特定水産資源の漁獲可能量の配分について（くろまぐろ）（諮問・答申） 

議案第４号 福島県資源管理方針の変更について（諮問・答申） 

議案第５号 潜水器漁業の許可に係る制限措置の内容、申請すべき期間及び許可の基

準について（諮問・答申） 

議案第６号 いかつり漁業に関する委員会指示について 

 

（２）報告事項 

ア 漁業権に係る資源管理状況等について 

イ かたくちいわし太平洋系群の漁獲可能量による管理を行う際の参考となる数量に

ついて 

ウ 第１７回宮城・福島両県海区漁業調整委員交流会の結果について 

 

６ 閉会 
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第２３期第４回福島海区漁業調整委員会 出席者名簿 
 

日 時  令和８年２月１８日（水）１３：３０～ 

場 所  【福島会場】福島県庁西庁舎 １２階講堂 

          【いわき会場】福島県水産会館 研修室 

 

 
 

選任区分・役職 氏名 会場 所属及び職名 氏名 会場

漁業者（会長） 今野　智光 福島
水産課長（併）
海区事務局長

平田　豊彦 福島

学識経験（会長代理） 鈴木　哲二 いわき 水産課主任主査 渡辺　透 福島

漁業者 今泉　浩一 いわき 水産課主査 平川　直人 福島

漁業者 狩野　一男 福島 水産課主査 寺本　航 福島

漁業者 平　仁一 福島 水産課技師 御代　侑希 福島

漁業者 永瀬　哲浩 いわき 水産事務所長 佐久間　徹 福島

漁業者 久田　要一 福島 水産事務所主任主査 實松　敦之 福島

漁業者 吉田　康男 いわき
水産海洋研究
センター所長

山廼邉　昭文 福島

漁業者 渡邊　登 福島 水産資源研究所長 後藤　勝彌 福島

学識経験 鈴木　由美子 いわき
海区委員会事務局
主幹兼次長（総務）

菅野　学 福島

学識経験 宮﨑　奈穂 福島 　〃　次長（業務） 佐藤　太津真 福島

学識経験 渡邊　千夏子 福島 　　　〃　副主査 酒井　理沙 福島

中立 氏居　俊夫 福島 　　　〃　主　事 渡部　もも いわき

中立 宮下　朋子 福島 　　　〃　主　事 佐藤　琴美 福島

　　　〃　主　事 新妻　樹 いわき

　　　〃　主　事 金子　正子 福島

海区漁業調整委員会委員 知事部局・海区事務局職員等
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第２３期第４回福島海区漁業調整委員会 席次 
 

【福島会場】  福島県庁西庁舎１２階 講堂 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

○
○

○
○

○
○

○
〇

○
○

録

音

機

今野会長

狩野委員

渡邊千夏子

委員

水産課

平田課長

○
〇

傍聴席

スクリーン

○

○
○

○
○

○
○

水産事務所

佐久間所長

水産事務所

實松主任主査

酒井副主査

佐藤主事

金子主事

平委員

久田委員
渡邊登

委員

水産海洋研究センター

山廼邉所長

水産資源研究所

後藤所長

菅野主幹兼次長

入口

音響

機器

水産課

平川主査

水産課

御代技師

水産課

寺本主査

宮﨑委員

氏居委員宮下委員

佐藤次長

水産課

渡辺主任主査

【海区事務局】【知事部局】 入口

○
〇

○



４ 

 

第２３期第４回福島海区漁業調整委員会 席次 
 

【いわき会場】  福島県水産会館 研修室 
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特定水産資源の漁獲可能量の配分について（するめいか） 

（諮問・答申） 

議案第１号 
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特定水産資源の漁獲可能量の配分について（ぶり） 

（諮問・答申） 

議案第２号 
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特定水産資源の漁獲可能量の配分について（くろまぐろ） 
（諮問・答申） 

議案第３号 
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福島県資源管理方針の変更について（諮問・答申） 

議案第４号 
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潜水器漁業の許可に係る制限措置の内容、申請すべき 
期間及び許可の基準について（諮問・答申） 

議案第５号 
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いかつり漁業に関する委員会指示について 

 

福島海区漁業調整委員会指示第  号 
 

 福島県の地先海面におけるいかつり漁業について、漁業法（昭和24年法律第 267号）

第120条第1項の規定により、次のとおり指示する。 

  令和 年  月  日 

                        福島海区漁業調整委員会 

                        会長 今野 智光 

一 操業の承認 

いかつり漁業を操業しようとする者は、使用する船舶ごとに福島海区漁業調整委員会

（以下「委員会」という。）の承認を受けなければならない。ただし、手釣又は竿
さお

釣に

使用する総トン数５トン未満の船舶については、この限りでない。 

二 承認の対象漁船 

  いかつり漁業に係る操業の承認の対象船舶は、総トン数30トン未満とする。 

三 操業期間 

  操業期間は、令和８年６月１日から令和９年１月３１日までとする。 

四 制限又は条件 

 １ 操業の禁止区域 

   次に掲げる海域での操業は、禁止する。 

   双葉郡富岡町小良ヶ浜灯台から正東の線以北の水深45メートル以浅の福島県の海

域 

 ２ 承認証の備付け及び標識の表示 

操業の承認を受けた者は、操業に際し、別に定める承認証を船内に備え付け、次に

掲げる標識を船舶の船橋の両側面の見やすい箇所に表示しなければならない。 

 

 

 

 

 

 ３ 操業の協定 

操業の承認を受けた者は、漁場において他種漁業との競合又は操業上の紛争が生じ

たときは、関係者と操業協定を締結し、これを遵守しなければならない。この場合に

おいて、操業協定が締結されるまでの間は、競合又は紛争の生じない漁場に移動しな

ければならない。 

 ４ 漁獲成績の報告 

操業の承認を受けた者は、操業終了後１月以内に別に定める漁獲成績報告書を委員

会に提出しなければならない。 

五 承認の取消し 

  この指示に違反したときは、承認を取り消すことがある。 

六 指示の有効期間 

  この指示の有効期間は、令和８年６月１日から令和９年５月３１日までとする。 

議案第６号 

福 海 い か つ り 

 

８ 第 ○ ○ ○ 号 

40 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

２0 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 
[注釈] 

下段左の数字は、指示有効期間 

開始時の年度とする。 
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いかつり漁業 委員会指示発動の背景と経緯 

 

 初発動年：昭和 51年 

 対象魚種：アカイカ、スルメイカ 

 承認海域：小良ヶ浜以北の水深 45m以浅を除く海域 

 

【指示発動までの経過】 

〈全員協議会：昭和 51.2.19〉 

・水産試験場の調査結果から、今後本県沖にスルメイカ漁場が形成される可能性があり、原釜の

底びき網船の多くが裏作として新規に着業する意向が示された。 

・また、県外船操業による資源状況の悪化が懸念され、承認制導入の要望が強かった。 

 

【指示発動の理由】 

・S51年に茨城、宮城が承認制とした以上、本県も承認制を採用する。 

・自由漁業にしておけば、底びき網船との競合等全体的に過当競争となる恐れがあるため承認制

とする。 

 

【指示内容等の推移】 

年月 対象船舶 操業期間 操業区域・その他条件 

S51. 7 30 ﾄﾝ未満 8/1～12/31 小良ヶ浜灯台以北の水深 40ｍ以浅を除く海域 

光力制限：30Kw以下 

S52. 6 5 ﾄﾝ未満除外 7/1～12/31 小良ヶ浜灯台以北の水深 45ｍ以浅を除く海域 

S55. 5  6/10～翌年 1/31  

S56. 5   光力制限：廃止 

H17.5  6/1～翌年 1/31  

※操業期間については、ｽﾙﾒｲｶに合わせて開始期を、ｱｶｲｶに合わせて終漁期をその都度調整してきた。 
 

【指示の継続理由】 

・本漁業についての隣県の制度は、宮城が知事許可、茨城が海区承認である。 

・沿岸漁業（刺網）への物理的被害があるので、水深制限の遵守が必要である。 

 
【承認枠、承認実績、操業実績】 

 別表のとおり。 

 
【承認枠（案）】 

 別表のとおり。 

  ・本県船  従来どおり枠を設けず 

  ・県外船  従来どおりの枠数とする 

 

【国及び近県のいかつり漁業の制限】    

・全国（30トン以上）：大臣許可漁業（指定漁業）「いか釣り漁業」 

全国（5トン以上30トン未満）：大臣届出漁業「小型するめいか釣り漁業」 

・青森、岩手、宮城（5トン以上30トン未満）、北海道：知事許可漁業 

・茨城（5トン以上30トン未満）、千葉（5トン以上20トン未満）、青森（5トン未満）：委員会

承認漁業 
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別表   いかつり漁業の承認枠・承認実績・操業実績 

令和８年１月３１日現在 

県内 県外計 北海道 青森 岩手 宮城 茨城 千葉 静岡

設けず 148 1 11 40 60 20 15 1

承認 4 67 1 9 12 31 8 6 0

操業 0 6 0 0 6 0 0 0 0

承認 5 66 1 9 11 31 8 6 0

操業 0 3 1 0 1 1 0 0 0

設けず 150 3 11 40 60 20 15 1

承認 17 63 2 10 8 31 8 4 0

操業 7 3 2 0 0 1 0 0 0

承認 24 62 2 10 8 30 8 4 0

操業 8 4 2 0 2 0 0 0 0

承認 23 62 2 10 9 29 8 4 0

操業 0 3 2 0 0 1 0 0 0

承認 0 10 2 3 0 0 5 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 0 12 2 2 0 0 8 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 0 13 2 2 0 2 7 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 0 13 2 2 0 2 7 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 0 11 2 2 0 0 7 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 0 11 2 2 0 0 7 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 0 11 2 2 0 0 7 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 0 11 2 2 0 0 7 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 2 12 2 3 0 0 7 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 2 11 2 3 0 0 6 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 2 14 2 3 1 0 6 2 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 4 20 2 10 0 0 6 2 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 3 21 2 11 0 0 6 2 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 3 21 2 11 0 0 6 2 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 2 20 2 10 0 0 6 2 0

操業 - - - - - - - - -

設けず 150 3 11 40 60 20 15 1

R7

Ｒ８承認枠（案）

R4

H29

H30

H18

H19

H20

H21

H22

H23

承認枠

道県名

承認枠

H24

H25

R6

R3

R2

R5

H26

H27

H28

H31(R1)
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漁業権に係る資源管理状況等について 

 

報告事項ア 
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報告事項イ 
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第１７回宮城・福島両県海区漁業調整委員交流会の 

結果について 

 

 

 

 

報告事項ウ 
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